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�愛媛県告示第８５３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

令和４年８月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８５４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、

指定医療機関から名称を次のように変更した旨の届出があった。

令和４年８月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８５５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、

指定医療機関から次のように廃止した旨の届出があった。

令和４年８月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８５６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療機関（指定訪問看護事業者等）を次のように指定した。

令和４年８月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広
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医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

高 橋 歯 科 医 院 新居浜市坂井町２－２－
４ 令和４年６月１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 変更年月日

（変更後）
医療法人社団恵仁会 三島
クリニック 四国中央市中之庄町１１６

番地 令和４年５月１日
（変更前）
医療法人社団恵仁会 三島
外科胃腸クリニック

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

玉 木 眼 科 医 院 宇和島市佐伯町一丁目２
番２６号 令和４年３月３１日

山 本 歯 科 医 院 北宇和郡松野町松丸２７７
－１ 令和４年４月１日

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社Ｍ＆Ｓ 西条市小松町新屋敷甲３１８－
５

訪問看護ステーション にじ
いろ

西条市小松町新屋敷甲５１８番
地４ 令和４年３月１日

株式会社ツクイ 神奈川県横浜市港南区上大岡
西一丁目６番１号

ツクイ東温訪問看護ステーシ
ョン

東温市志津川南五丁目２番地
１８ 令和４年６月１日

毎週（火・金）曜日発行 第３３２号 令和４年８月１２日

令和４年８月１２日金曜日 第３３２号
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�愛媛県告示第８５７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定した。

令和４年８月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８５８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事業者）

から居宅介護事業を次のように廃止した旨の届出があった。

令和４年８月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８５９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（介護予防事業者）

から介護予防事業を次のように廃止した旨の届出があった。

令和４年８月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８６０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年８月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年８月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人 日親会 今治市菊間町浜１４５３番地１ 居宅介護支援事業所 ラ・フ
ァミーユ 今治市菊間町浜１４５３番地１ 令和４年４月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社リハビリステーショ
ンみかん 松山市東長戸三丁目４番２７号 訪問看護ステーションれもん 伊予郡松前町大字筒井９６０－

４ 令和４年６月３０日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社リハビリステーショ
ンみかん 松山市東長戸三丁目４番２７号 訪問看護ステーションれもん 伊予郡松前町大字筒井９６０－

４ 令和４年６月３０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜東港線
新居浜市観音原町甲９４１番１９から

同市東田一丁目甲１２３４番２まで

旧 １０．０～１８．８
及び

１４．８～３７．０

０．７７０
及び
０．６５２

新
１０．０～１８．８
及び

１４．８～６０．８

０．７７０
及び
１．０１２
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公 告

�公 告

採石業務管理者試験の実施について

採石法（昭和２５年法律第２９１号）第３２条の１３第１項の規定に基づ

き、採石業務管理者試験を次のとおり実施する。

令和４年８月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の場所

松山市一番町四丁目４番地２

�愛媛県告示第８６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年８月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
令和４年８月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８６４号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定により、指定障害福祉サー

ビス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス事業を廃止する旨の届出があった。

令和４年８月１２日

愛媛県南予地方局長 赤 坂 克 洋

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 中島環状線 松山市神浦３１２１番６ 令和４年８月１２日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 興居島循環線 松山市泊町１３０５番６ 令和４年８月１２日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 落合�万線
上浮穴郡�万高原町下畑野川甲６７番９から

同町下畑野川甲４６番３まで
令和４年８月１２日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０３００２２２ 有限会社ライズ 愛媛県宇和島市別当２
丁目４番１号 富 永 綾 居宅介護 ヘルパーステーション

こころ
愛媛県宇和島市別当２
丁目４番１号

令和４年
４月３０日

３８１０３００２２２ 有限会社ライズ 愛媛県宇和島市別当２
丁目４番１号 富 永 綾 重度訪問介護 ヘルパーステーション

こころ
愛媛県宇和島市別当２
丁目４番１号

令和４年
４月３０日

３８１０４００１１３ 有限会社タカハシ 愛媛県八幡浜市１５１０番
地５３ 水 野 豊 居宅介護

有限会社タカハシ指定
訪問介護ステーション
ももたろう

愛媛県八幡浜市１５１０番
地５３

令和４年
４月３０日

３８１０４００１１３ 有限会社タカハシ 愛媛県八幡浜市１５１０番
地５３ 水 野 豊 重度訪問介護

有限会社タカハシ指定
訪問介護ステーション
ももたろう

愛媛県八幡浜市１５１０番
地５３

令和４年
４月３０日

３８１０４００１７０ 株式会社 ニチイ学館 東京都千代田区神田駿
河台四丁目６番地 森 信 介 同行援護 ニチイケアセンター八

幡浜
愛媛県八幡浜市産業通
４番１８号

令和４年
７月３１日
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愛媛県庁会議室（第一別館３階 第３・第５会議室）

２ 試験の日時

令和４年１０月１４日（金）午前１０時

３ 受験願書の提出期間

令和４年９月５日（月）から１６日（金）まで。ただし、郵送に

よる場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験願書の請求先及び提出先

県庁土木部土木管理局土木管理課又は住所地を管轄する地方局

建設部若しくは土木事務所

令和４年８月１２日 発行


